
規

則

知
事
の
職
務
を
代
理
す
る
副
知
事
の
順
序
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
及
び
福
島
県
鳥

獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
三
十
号

知
事
の
職
務
を
代
理
す
る
副
知
事
の
順
序
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

知
事
の
職
務
を
代
理
す
る
副
知
事
の
順
序
を
定
め
る
規
則(

平
成
二
十
年
福
島
県
規
則
第
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
の
表
中｢

松
本
友
作｣

を｢

村
田
文
雄｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

行
政
経
営
課)

福
島
県
規
則
第
三
十
一
号

福
島
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

福
島
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則(

平
成
十
五
年
福
島
県
規
則
第

六
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中｢

法
第
七
条
第
四
項(

法
第
十
二
条
第
六
項
及
び
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。)

及
び｣

を

｢

前
条
第
二
項

(

同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。)

及
び
法｣

に
、｢

規
定
に
よ
り｣

を｢

規
定
に
よ
る
必
要
な
措
置
と
し
て
前
条
第
四
項
に
規
定

す
る｣

に
改
め
、
同
条
を
第
二
条
の
二
と
し
、
第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

意
見
の
聴
取)

第
二
条

知
事
は
、
法
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
利
害
関
係
人
の
意
見
を
聴
こ
う
と
す
る
と
き
は
、

同
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
よ
う
と
す
る
特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画(

同
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
し
よ

う
と
す
る
特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
を
含
む
。
以
下｢

特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画｣

と
い
う
。)

の

案
を
当
該
利
害
関
係
人
に
送
付
し
、
及
び
特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
の
案
に
対
す
る
意
見
の
提
出
期

限
を
当
該
利
害
関
係
人
に
文
書
で
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

知
事
は
、
特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
の
案
に
つ
い
て
、
異
議
が
あ
る
場
合
そ
の
他
特
に
利
害
関
係

人
の
意
見
を
聴
く
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
の
案
に
つ
い
て

意
見
を
聴
く
利
害
関
係
人
と
し
て
知
事
が
適
当
と
認
め
る
も
の
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
知
事

が
適
当
と
認
め
る
利
害
関
係
人
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
し
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
あ
っ
て
は
公
聴
会

を
開
催
す
る
も
の
と
す
る
。
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

規

則

○
知
事
の
職
務
を
代
理
す
る
副
知
事
の
順

序
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

一
〇
〇

○
福
島
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正

化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

一
〇
〇

訓

令

○
福
島
県
農
林
水
産
技
術
会
議
規
程
の
一

部
を
改
正
す
る
訓
令

一
〇
一

告

示

○
全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会
を
設
置

す
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

一
〇
一

○
公
印
を
新
調
し
そ
の
使
用
を
開
始
す
る

件
三
件

一
〇
一

○
騒
音
規
制
法
の
規
定
に
基
づ
き
規
制
地

域
等
を
指
定
し
、
規
制
基
準
等
を
定
め

る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

一
〇
二

○
振
動
規
制
法
の
規
定
に
基
づ
き
規
制
地

域
等
を
指
定
し
、
規
制
基
準
等
を
定
め

る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

一
〇
二

○
悪
臭
防
止
法
の
規
定
に
基
づ
き
規
制
地

域
を
指
定
し
、
及
び
規
制
基
準
を
定
め

る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

一
〇
二

○
騒
音
に
係
る
環
境
基
準
の
地
域
の
類
型

を
あ
て
は
め
る
地
域
を
指
定
す
る
件
の

一
部
を
改
正
す
る
件

一
〇
二

○
航
空
機
騒
音
に
係
る
環
境
基
準
の
地
域

の
類
型
を
あ
て
は
め
る
地
域
を
指
定
す

る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

一
〇
二

○
悪
臭
防
止
法
の
規
定
に
基
づ
き
規
制
地

域
を
指
定
し
、
及
び
規
制
基
準
を
定
め

る
件
を
廃
止
す
る
件

一
〇
三

○
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
す
る
こ
と

を
認
可
し
た
件
二
件

一
〇
三

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件

一
〇
三

○
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を

認
可
し
た
件
三
件

一
〇
三

○
土
地
区
画
整
理
組
合
の
事
業
計
画
の
変

更
を
認
可
し
た
件

一
〇
四

○
福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と

し
て
指
定
し
た
件

一
〇
五

公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
件

一
〇
五

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
退
任
し
た
旨

届
出
が
あ
っ
た
件

一
〇
五

○
都
市
計
画
事
業
の
認
可
の
告
示
が
あ
っ

た
件
二
件

一
〇
五

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

○
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で

き
る
施
設
と
し
て
指
定
し
た
旨
報
告
が

あ
っ
た
件

一
〇
六



告

示

訓

令

24
番

号
17の７

番

号

福
島
県
現
金
取
扱
員
印

公

印

の

名

称

福
島
県
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

産
業
推
進
監
印

公

印

の

名

称

印

影

印

影

総
務
部
文
書
管
財
総
室
施

設
管
理
課
の
福
島
県
現
金

取
扱
員

公

印

管

理

者

商
工
労
働
部
産
業
振
興
総

室
産
業
創
出
課
長

公

印

管

理

者

３

前
二
項
の
規
定
は
、
法
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
禁
止
若
し
く
は
制
限
又
は
同
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
知
事
が
す
る
制
限
並
び
に
法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
期
間
の
延
長
及
び
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
禁
止
又
は
制
限
の
解
除
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

４

法
第
二
十
八
条
第
六
項(

法
第
二
十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

に
規
定

す
る
必
要
な
措
置
は
、
公
聴
会
の
開
催
と
す
る
。

第
五
条
第
四
号
キ
中｢

、
放
送
法｣

を｢

又
は
放
送
法｣

に
改
め
、｢

又
は
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放

送
法(

昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
四
号)

に
よ
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
条
の
改
正
規
定
は
、
公

布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

自
然
保
護
課)

福
島
県
訓
令
第
十
三
号

本

庁

機

関

出

先

機

関

福
島
県
農
林
水
産
技
術
会
議
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
農
林
水
産
技
術
会
議
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
島
県
農
林
水
産
技
術
会
議
規
程(

昭
和
四
十
四
年
福
島
県
訓
令
第
四
号)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
表
出
先
機
関
の
項
中｢

水
産
試
験
場

水
産
種
苗
研
究
所｣

を｢

水
産
試
験
場｣
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

農
業
振
興
課)

福
島
県
告
示
第
百
五
十
号

全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会
を
設
け
る
地
方
公
共
団
体
に
熊
本
市
を
加
え
、
及
び
全
国
自
治
宝
く

じ
事
務
協
議
会
規
約
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

第
三
条
第
二
号
中｢

相
模
原
市｣

の
下
に｢

、
熊
本
市｣

を
加
え
る
。

第
六
条
中｢

委
員
九
人｣

を｢

委
員
十
人｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
約
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
約
に
よ
る
変
更
後
の
規
約(

以
下｢

変
更
後
の
規
約｣

と
い
う
。)

第
八
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
委
員
に
選
任
さ
れ
た
者
の
任
期
は
、
変
更
後

の
規
約
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
日
ま
で
と
す
る
。

(

総

務

課)

福
島
県
告
示
第
百
五
十
一
号

公
印
を
次
の
よ
う
に
新
調
し
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
そ
の
使
用
を
開
始
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

職
印

(

文
書
法
務
課)

福
島
県
告
示
第
百
五
十
二
号

公
印
を
次
の
よ
う
に
新
調
し
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
そ
の
使
用
を
開
始
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

職
印

(

文
書
法
務
課)
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24の２
番

号

福
島
県
現
金
取
扱
員
印(

福

島
県
立
あ
ぶ
く
ま
養
護
学
校

安
積
分
校
の
福
島
県
現
金
取

扱
員
印)

公

印

の

名

称

印

影

福
島
県
立
あ
ぶ
く
ま
養
護

学
校
安
積
分
校
の
福
島
県

現
金
取
扱
員

公

印

管

理

者

福
島
県
告
示
第
百
五
十
三
号

公
印
を
次
の
よ
う
に
新
調
し
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
そ
の
使
用
を
開
始
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

職
印

(

文
書
法
務
課)

福
島
県
告
示
第
百
五
十
四
号

騒
音
規
制
法
の
規
定
に
基
づ
き
規
制
地
域
等
を
指
定
し
、
規
制
基
準
等
を
定
め
る
件(

昭
和
五
十
四

年
福
島
県
告
示
第
二
百
七
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

前
文
中｢

福
島
県
生
活
環
境
部
環
境
保
全
領
域
大
気
環
境
グ
ル
ー
プ｣
を｢
福
島
県
生
活
環
境
部
環

境
共
生
総
室
水
・
大
気
環
境
課｣

に
改
め
、｢

関
係
市
町
村｣

を｢

関
係
町
村｣
に
改
め
る
。

一
の
項
中｢

福
島
市
、
会
津
若
松
市
、
白
河
市
、
須
賀
川
市
、
喜
多
方
市
、
相
馬
市
、
二
本
松
市
、

田
村
市
、
南
相
馬
市
、
伊
達
市
、
本
宮
市
、｣

を
削
る
。

別
表
中｢

市
町
村
名｣

を｢

町
村
名｣

に
改
め
、
同
表
福
島
市
の
項
、
会
津
若
松
市
の
項
、
白
河
市

の
項
、
須
賀
川
市
の
項
、
喜
多
方
市
の
項
、
相
馬
市
の
項
、
二
本
松
市
の
項
、
田
村
市
の
項
、
南
相
馬

市
の
項
、
伊
達
市
の
項
及
び
本
宮
市
の
項
を
削
る
。

(

水
・
大
気
環
境
課)

福
島
県
告
示
第
百
五
十
五
号

振
動
規
制
法
の
規
定
に
基
づ
き
規
制
地
域
等
を
指
定
し
、
規
制
基
準
等
を
定
め
る
件(

昭
和
五
十
四

年
福
島
県
告
示
第
二
百
七
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

前
文
中｢

福
島
県
生
活
環
境
部
環
境
保
全
領
域
大
気
環
境
グ
ル
ー
プ｣

を｢

福
島
県
生
活
環
境
部
環

境
共
生
総
室
水
・
大
気
環
境
課｣

に
改
め
、｢

関
係
市
町
村｣

を｢

関
係
町
村｣

に
改
め
る
。

一
の
項
中｢

福
島
市
、
会
津
若
松
市
、
白
河
市
、
須
賀
川
市
、
喜
多
方
市
、
相
馬
市
、
二
本
松
市
、

南
相
馬
市
、
伊
達
市
、
本
宮
市
、｣

を
削
る
。

別
表
中｢

市
町
村
名｣

を｢

町
村
名｣

に
改
め
、
同
表
福
島
市
の
項
、
会
津
若
松
市
の
項
、
白
河
市

の
項
、
須
賀
川
市
の
項
、
喜
多
方
市
の
項
、
相
馬
市
の
項
、
二
本
松
市
の
項
、
南
相
馬
市
の
項
、
伊
達

市
の
項
及
び
本
宮
市
の
項
を
削
る
。

(

水
・
大
気
環
境
課)

福
島
県
告
示
第
百
五
十
六
号

悪
臭
防
止
法
の
規
定
に
基
づ
き
規
制
地
域
を
指
定
し
、
及
び
規
制
基
準
等
を
定
め
る
件(

平
成
八
年

福
島
県
告
示
第
三
百
二
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

前
文
中｢

福
島
県
生
活
環
境
部
環
境
保
全
総
室
水
・
大
気
環
境
課｣

を｢

福
島
県
生
活
環
境
部
環
境

共
生
総
室
水
・
大
気
環
境
課｣

に
改
め
、｢

関
係
市
町
村｣

を｢

関
係
町
村｣

に
改
め
る
。

一
の
項
中｢

福
島
市
、
会
津
若
松
市
、
白
河
市
、
須
賀
川
市
、
喜
多
方
市
、
相
馬
市
、
二
本
松
市
、

南
相
馬
市
、
伊
達
市
、
本
宮
市
、｣

を
削
る
。

別
表
中｢

市
町
村
名｣

を｢

町
村
名｣

に
改
め
、
同
表
福
島
市
の
項
、
会
津
若
松
市
の
項
、
白
河
市

の
項
、
須
賀
川
市
の
項
、
喜
多
方
市
の
項
、
相
馬
市
の
項
、
二
本
松
市
の
項
、
南
相
馬
市
の
項
、
伊
達

市
の
項
及
び
本
宮
市
の
項
を
削
る
。

(

水
・
大
気
環
境
課)

福
島
県
告
示
第
百
五
十
七
号

騒
音
に
係
る
環
境
基
準
の
地
域
の
類
型
を
あ
て
は
め
る
地
域
を
指
定
す
る
件(

平
成
十
七
年
福
島
県

告
示
第
四
百
七
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

表
中｢

市
町
村
名｣

を｢

町
村
名｣

に
改
め
、
同
表
福
島
市
の
項
、
会
津
若
松
市
の
項
、
郡
山
市
の

項
、
い
わ
き
市
の
項
、
白
河
市
の
項
、
須
賀
川
市
の
項
、
喜
多
方
市
の
項
、
二
本
松
市
の
項
、
南
相
馬

市
の
項
及
び
本
宮
市
の
項
を
削
る
。

(

水
・
大
気
環
境
課)

福
島
県
告
示
第
百
五
十
八
号

航
空
機
騒
音
に
係
る
環
境
基
準
の
地
域
の
類
型
を
あ
て
は
め
る
地
域
を
指
定
す
る
件(

平
成
十
七
年

福
島
県
告
示
第
四
百
六
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

前
文
中｢

福
島
県
生
活
環
境
部
環
境
保
全
領
域
大
気
環
境
グ
ル
ー
プ｣

を｢

福
島
県
生
活
環
境
部
環
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一
般
国
道

三
五
二
号

路
線
名

南
会
津
郡
檜
枝
岐
村
字
下

見
通
一
二
二
二
番
一
地
先

か
ら

同

郡
同

村
字
下

見
通
一
二
二
二
番
一
地
先

ま
で 区

間

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

一
五
・
〇
〜

二
四
・
〇

九
・
六
〜

一
二
・
二

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

八
二
・
二

八
二
・
二

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

一
般
国
道

三
五
二
号

路
線
名

南
会
津
郡
檜
枝
岐
村
字
下

見
通
一
二
二
二
番
一
地
先

か
ら

同

郡
同

村
字
下

見
通
一
二
二
二
番
一
地
先

ま
で 区

間

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

一
五
・
〇
〜

二
四
・
〇

九
・
六
〜

一
二
・
二

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

八
二
・
二

八
二
・
二

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

境
共
生
総
室
水
・
大
気
環
境
課｣

に
改
め
る
。

(

水
・
大
気
環
境
課)

福
島
県
告
示
第
百
五
十
九
号

悪
臭
防
止
法
の
規
定
に
基
づ
き
規
制
地
域
を
指
定
し
、
及
び
規
制
基
準
を
定
め
る
件(

平
成
二
十
三

年
福
島
県
告
示
第
五
百
十
号)

は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
限
り
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

水
・
大
気
環
境
課)

福
島
県
告
示
第
百
六
十
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
四
十
八
条
第
九
項
で
準
用
す
る
同
法
第
十

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
二
本
松
市
土
地
改
良
区
が
永
田
原
セ
地
区
基
盤
整
備
促
進
事
業(

農
道)

に
係
る
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
二
日
認
可
し
た
。

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

農
村
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
百
五
六
十
一
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
四
十
八
条
第
九
項
で
準
用
す
る
同
法
第
十

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
会
津
坂
下
町
只
見
川
土
地
改
良
区
が
上
ノ
原
地
区
ほ
場
整
備
事
業
に
係
る

土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
二
日
認
可
し
た
。

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(
農
村
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
百
六
十
二
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
南
会
津
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
百
六
十
三
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
に
係
る
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

施
行
者
の
名
称

喜
多
方
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

塩
川
都
市
計
画
下
水
道
事
業(

喜
多
方
市
公
共
下
水
道)

三

事
業
認
可
の
年
月
日

平
成
六
年
四
月
五
日

四

事
業
施
行
期
間

(

変
更
前)

平
成
六
年
四
月
五
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

(

変
更
後)

平
成
六
年
四
月
五
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

五

事
業
地

収
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
件(

平
成
十
八
年
福
島
県
告
示

第
三
百
二
十
五
号)

の
事
業
地
に
喜
多
方
市
塩
川
町
小
府
根
字
屋
敷
、
字
辻
及
び
字

江
添
並
び
に
新
江
木
字
千
刈
の
全
部
の
区
域
を
加
え
る
。

同
事
業
地
に
喜
多
方
市
塩
川
町
小
府
根
字
近
江
、
字
蓮
沼
、
天
沼
字
貝
沼
、
字
能

家
、
字
沢
田
、
字
木
ノ
下
、
字
村
北
、
字
村
東
及
び
字
村
前
並
び
に
遠
田
字
上
ノ
屋

敷
、
字
殿
田
、
字
広
面
、
字
横
大
道
、
字
六
角
、
字
前
田
、
字
田
向
屋
敷
、
字
田
向

前
及
び
字
高
水
口
並
び
に
新
江
木
字
谷
地
田
の
各
一
部
の
区
域
を
加
え
る
。

同
事
業
地
の
う
ち
喜
多
方
市
塩
川
町
遠
田
字
東
谷
地
並
び
に
新
江
木
字
駒
形
、
字

角
庄
及
び
小
府
根
字
大
在
家
の
各
一
部
の
区
域
を
変
更
す
る
。

同
事
業
地
の
う
ち
塩
川
町
字
諏
訪
町
の
全
部
の
区
域
並
び
に
字
鼠
田
、
字
東
岡
、

字
新
丁
、
字
石
橋
、
字
竹
ノ
花
、
字
岡
ノ
前
、
字
西
ノ
新
田
、
字
古
戸
城
、
字
四
郎

田
及
び
字
恵
比
寿
喜
田
の
各
一
部
の
区
域
を
喜
多
方
市
塩
川
町
諏
訪
町
一
丁
目
の
全

部
の
区
域
に
変
更
す
る
。

同
事
業
地
の
う
ち
塩
川
町
字
源
屋
、
字
恵
比
寿
喜
田
、
字
鼠
田
、
字
諏
訪
前
、
字

古
戸
城
字
四
郎
田
及
び
字
東
岡
の
各
一
部
の
区
域
を
喜
多
方
市
塩
川
町
諏
訪
町
二
丁

目
の
全
部
の
区
域
に
変
更
す
る
。

同
事
業
地
の
う
ち
塩
川
町
字
下
江
の
全
部
の
区
域
並
び
に
字
源
屋
、
字
諏
訪
前
、
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字
窪
田
、
字
蛭
田
及
び
字
恵
比
寿
喜
田
の
各
一
部
の
区
域
を
喜
多
方
市
塩
川
町
諏
訪

町
三
丁
目
の
全
部
の
区
域
に
変
更
す
る
。

同
事
業
地
の
う
ち
塩
川
町
字
西
ノ
新
田
、
字
勝
木
田
、
字
石
橋
及
び
字
竹
ノ
花
の

各
一
部
の
区
域
を
喜
多
方
市
塩
川
町
御
殿
場
一
丁
目
の
全
部
の
区
域
に
変
更
す
る
。

同
事
業
地
の
う
ち
塩
川
町
字
西
ノ
新
田
、
字
石
橋
、
字
西
岡
及
び
字
恵
比
寿
喜
田

の
各
一
部
の
区
域
を
喜
多
方
市
塩
川
町
御
殿
場
二
丁
目
の
全
部
の
区
域
に
変
更
す
る
。

同
事
業
地
の
う
ち
塩
川
町
字
西
ノ
新
田
及
び
字
沼
尻
並
び
に
大
字
遠
田
字
沼
上
及

び
字
琵
琶
阿
湖
の
各
一
部
の
区
域
を
喜
多
方
市
塩
川
町
御
殿
場
三
丁
目
の
全
部
の
区

域
に
変
更
す
る
。

同
事
業
地
の
う
ち
塩
川
町
字
西
ノ
新
田
、
字
蛭
田
及
び
字
恵
比
寿
喜
田
並
び
に
大

字
遠
田
字
沼
上
、
字
東
谷
地
及
び
字
琵
琶
阿
湖
の
各
一
部
の
区
域
を
喜
多
方
市
塩
川

町
御
殿
場
四
丁
目
の
全
部
の
区
域
に
変
更
す
る
。

同
事
業
地
の
う
ち
塩
川
町
字
恵
比
寿
喜
田
、
字
諏
訪
前
及
び
字
蛭
田
並
び
に
大
字

遠
田
字
東
谷
地
並
び
に
大
字
新
江
木
字
角
庄
の
各
一
部
の
区
域
を
喜
多
方
市
塩
川
町

御
殿
場
五
丁
目
の
全
部
の
区
域
に
変
更
す
る
。

同
事
業
地
の
う
ち
塩
川
町
大
字
遠
田
字
東
谷
地
、
字
沼
上
、
字
琵
琶
阿
湖
及
び
字

篭
田
の
各
一
部
の
区
域
を
喜
多
方
市
塩
川
町
御
殿
場
六
丁
目
の
全
部
の
区
域
に
変
更

す
る
。

同
事
業
地
の
う
ち
塩
川
町
大
字
天
沼
字
小
池
新
田
の
一
部
の
区
域
を
喜
多
方
市
塩

川
町
天
沼
字
木
ノ
下
の
一
部
の
区
域
に
変
更
す
る
。

同
事
業
地
の
う
ち
塩
川
町
大
字
天
沼
字
坂
ノ
下
及
び
字
銅
�
原
の
各
一
部
の
区
域

を
喜
多
方
市
塩
川
町
天
沼
字
村
前
の
一
部
の
区
域
に
変
更
す
る
。

使
用
の
部
分

な
し
。

(

下
水
道
課)

福
島
県
告
示
第
百
六
十
四
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
に
係
る
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

施
行
者
の
名
称

伊
達
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

県
北
都
市
計
画
下
水
道
事
業(

伊
達
市
公
共
下
水
道)

三

事
業
認
可
の
年
月
日

昭
和
六
十
三
年
九
月
二
十
七
日

四

事
業
施
行
期
間

(

変
更
前)

昭
和
六
十
三
年
九
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

(

変
更
後)

昭
和
六
十
三
年
九
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

五

事
業
地

収
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
件(

平
成
二
十
一
年
福
島
県
告

示
第
百
十
八
号)

の
事
業
地
に
伊
達
市
根
田
の
各
一
部
の
区
域
を
加
え
る
。

同
事
業
地
の
う
ち
伊
達
市
細
谷
、
沢
田
、
六
角
、
篭
田
、
柳
内
、
上
台
及
び
高
田

の
各
一
部
の
区
域
を
変
更
す
る
。

使
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
件(

平
成
二
十
一
年
福
島
県
告

示
第
百
十
八
号)

の
事
業
地
の
う
ち
伊
達
市
保
原
町
字
金
山
及
び
京
門
の
各
一
部
の

区
域
を
変
更
す
る
。

(

下
水
道
課)

福
島
県
告
示
第
百
六
十
五
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
に
係
る
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

施
行
者
の
名
称

国
見
町

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

県
北
都
市
計
画
下
水
道
事
業(

国
見
町
公
共
下
水
道)

三

事
業
認
可
の
年
月
日

昭
和
六
十
三
年
九
月
二
十
七
日

四

事
業
施
行
期
間

(

変
更
前)

昭
和
六
十
三
年
九
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

(

変
更
後)

昭
和
六
十
三
年
九
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

五

事
業
地

収
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
件(

平
成
二
十
年
福
島
県
告
示

第
八
百
八
十
一
号)

の
事
業
地
に
伊
達
郡
国
見
町
大
字
藤
田
字
中
沢
四
及
び
字
大
枝

道
二
の
各
一
部
の
区
域
を
加
え
る
。

同
事
業
地
の
う
ち
大
字
山
崎
字
水
門
前
の
全
部
の
区
域
を
削
る
。

同
事
業
地
の
う
ち
大
字
山
崎
字
江
下
、
大
字
藤
田
字
大
枝
道
一
、
字
八
斗
蒔
、
字

皀
林
一
、
字
日
渡
四
、
字
日
渡
二
及
び
字
中
沢
三
並
び
に
大
字
塚
野
目
字
下
三
本
木

の
各
一
部
の
区
域
を
変
更
す
る
。

使
用
の
部
分

な
し
。

(

下
水
道
課)

福
島
県
告
示
第
百
六
十
六
号

土
地
区
画
整
理
法(
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号)

第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土

地
区
画
整
理
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

平成24年３月30日 金曜日 福 島 県 報 第2372号104



公

告

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

土
地
区
画
整
理
組
合
の
名
称

会
津
若
松
市
五
月
町
土
地
区
画
整
理
組
合

二

事
務
所
の
所
在
地

会
津
若
松
市
橋
本
二
丁
目
二
番
三
十
四
号

三

設
立
認
可
の
年
月
日

平
成
四
年
九
月
八
日

四

変
更
認
可
の
年
月
日

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
三
日

五

変
更
の
内
容

資
金
計
画

事
業
施
行
期
間

変
更
前

平
成
四
年
九
月
八
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

変
更
後

平
成
四
年
九
月
八
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

(

ま
ち
づ
く
り
推
進
課)

福
島
県
告
示
第
百
六
十
七
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例(

昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
平
成
二
十
三
年
九
月
二
十
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
の
場
所

須
賀
川
瓦
斯
株

須
賀
川
市
卸
町
四
四

平
成
二
三
年
九
月
二
〇
日
か
ら
平

西
白
河
郡
矢
吹
町
八
幡

式
会
社

番
地

成
二
八
年
三
月
三
一
日
ま
で

町
七
八
六
番
地

(

出
納
総
務
課)

公
告
第
六
十
四
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
三
月
十
九
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ネ
ッ
ト
サ
ポ
ー
ト

三

代
表
者
の
氏
名

内
海

好
一

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
会
津
若
松
市
南
千
石
町
六
番
五
号

会
津
若
松
市
商
工
会
議
所
２
Ｆ

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
障
が
い
者
や
高
齢
者
及
び
家
族
と
こ
れ
ら
を
取
り
巻
く
地
域
住
民
や
行
政
機
関
、

福
祉
・
医
療
機
関
等
を
結
ぶ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
や
福
祉
に
関
す
る
情
報
の
収
集
及
び
提
供
の
活

動
を
通
じ
地
域
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
キ
ャ
ピ
タ
ル
の
培
養
を
促
す
こ
と
で
、
障
が
い
者
や
高
齢
者
が
安
心

し
て
生
活
が
で
き
る
地
域
づ
く
り
と
と
も
に
、
障
が
い
者
や
高
齢
化
社
会
に
対
応
し
た
ま
ち
づ
く
り

に
よ
る
地
域
活
性
化
を
行
う
こ
と
で
、
広
く
社
会
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(

文
化
振
興
課)

公
告
第
六
十
五
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
、
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

土
地
改
良
区
の
名
称

広
野
町
土
地
改
良
区

退
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

監
事

根
本

敏
行

双
葉
郡
広
野
町
大
字
上
浅
見
川
字
長
畑
一
二
七
番
地

同

鈴
木

良
平

同

郡
同

町
大
字
下
北
迫
字
新
町
八
八
番
地

就
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

監
事

根
本

賢
仁

双
葉
郡
広
野
町
大
字
下
浅
見
川
字
松
下
一
二
番
地

同

松
本

幸
一

同

郡
同

町
大
字
下
北
迫
字
宮
田
六
四
番
地

(

農
村
計
画
課)

公
告
第
六
十
六
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
告
示
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告

す
る
。平

成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

都
市
計
画
事
業
の

施
行
者
の
名
称

事
務
所
の
所
在
地

事

業

地

の

所

在

種
類
及
び
名
称

い
わ
き
都
市
計
画

福
島
県

い
わ
き
市
平
字
梅

収
用
の
部
分

変
更
な
し

道
路
事
業
三
・
四
・

本
一
五
番
地

使
用
の
部
分

変
更
な
し

一
二
七
号
三
函
台

福
島
県
い
わ
き
建

山
線
及
び
三
・
四
・

設
事
務
所

二
号
国
道
六
号
線
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福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

(

ま
ち
づ
く
り
推
進
課)

公
告
第
六
十
七
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
告
示
が
あ
っ
た

の
で
、
同
法
第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

都
市
計
画
事
業
の

施
行
者
の
名
称

事
務
所
の
所
在
地

事

業

地

の

所

在

種
類
及
び
名
称

い
わ
き
都
市
計
画

福
島
県

い
わ
き
市
平
字
梅

収
用
の
部
分

い
わ
き
市
小
名
浜

道
路
事
業
三
・
三
・

本
一
五
番
地

字
本
町
、
西
町
、
定
西
、
竹
町
、

一
○
一
号
平
磐
城

福
島
県
い
わ
き
建

船
引
場
、
辰
巳
町
地
内

線

設
事
務
所

使
用
の
部
分

な
し

(

ま
ち
づ
く
り
推
進
課)

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
二
号

公
職
選
挙
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
施
設
と

し
て
次
の
施
設
を
指
定
し
た
旨
、
南
相
馬
市
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
報
告
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

菊

地

俊

彦

指
定
年
月
日

指
定
施
設
の

指
定
施
設
の

指
定
施
設
の

聴
衆
席
の
面
積

聴
衆
席
収
容

所

在

地

名

称

管

理

者

見
込
人
員
数

平
成
二
三
年

南
相
馬
市
原

南
相
馬
市
労

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

一
七
五
平
方
メ
ー

一
六
〇
人

一
一
月
一
〇

町
区
北
町
五

働
福
祉
会
館

は
ら
ま
ち
ク

ト
ル

日

三
七
番
地

ラ
ブ
理
事
長
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